
規 
 

則 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
科
目
」
の
下
に
「
又
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間
」
を
加

え
る
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
保
証
人
が
連
署
し
た
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
保
証
人
の
署
名
を

得
た
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
若
し
く
は
保
証
人
が
死

亡
し
、
又
は
保
証
人
が
第
三
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
い
た
つ
た
」
を
「
が
死
亡
し
、
又
は

保
護
者
に
変
更
が
あ
つ
た
」
に
改
め
、
「
又
は
誓
約
書
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
六
項
中
「
、
生
徒
又
は
保
証
人
」
を
「
又
は
生
徒
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す

る
。 

 

第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び

第
三
項
中
「
保
証
人
が
連
署
」
を
「
共
に
記
名
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
科
目
」
の
下
に
「
又
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間
」
を
加
え
、

同
条
第
三
項
中
「
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
」
に
改
め
、
「
科
目
」
の
下
に
「
又
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間
」
を
加
え
る
。 

 

様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様
式
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日



か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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